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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月27日(2020.2.27)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  管理サーバとカメラを備える現場端末とを用い、上記現場端末から管理サーバに対して
工事区域内の工事の状況を表す工事データを送信し、上記管理サーバにおいて工事データ
を管理する工事データ管理方法であって、
　上記工事区域内の現場単位ごとに、その現場単位の識別データを光学的に読取り可能な
パターンから成る現場コードを当該現場単位に設置し、当該現場コードとその周辺とを含
む範囲を撮影して得た現場コード画像を当該現場コードから読み取られる識別データに関
連づけて上記管理サーバに保存し、
　上記現場端末において、上記工事データの送信に先立ち、その送信の対象となる現場単
位に設置されている現場コードから上記識別データを読み取って上記管理サーバに送信す
るステップと、上記現場コードとその周辺とを含む範囲を撮影して得た現場コード画像を
上記管理サーバに送信するステップとを実行し、
　上記識別データおよび現場コード画像の送信を受けた管理サーバにおいて、受信した識
別データに関連づけられて自装置に保存されている現場コード画像と上記現場端末から受
信した現場コード画像とを対比し、この対比により２つの現場コード画像の一致性が認め
られたことを条件として、上記現場端末からの工事データの送信を受け付け可能とする、
　ことを特徴とする工事データ管理方法。
【請求項２】
　上記管理サーバにおいて、上記工事データの送信を受け付け可能とした現場端末からあ
らかじめ定めた所定時間以内に当該工事データが送信されるか否かを判別する
　請求項１に記載の工事データ管理方法。
【請求項３】
　管理サーバとカメラを備える現場端末とを用い、上記現場端末から管理サーバに対して
工事区域内の工事の状況を表す工事データを送信し、上記管理サーバにおいて工事データ
を管理する工事データ管理方法であって、
　上記工事区域内の現場単位ごとに、その現場単位の識別データを光学的に読取り可能な
パターンから成る現場コードを当該現場単位に設置し、当該現場コードとその周辺とを含
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む範囲を撮影して得た現場コード画像を当該現場コードから読み取られる識別データに関
連づけて上記管理サーバに保存し、
　上記工事データの送信を行った現場端末において、その送信の対象となった現場単位に
設置されている現場コードから上記識別データを読み取って上記管理サーバに送信するス
テップと、上記現場コードとその周辺とを含む範囲を撮影して得た現場コード画像を上記
管理サーバに送信するステップとを実行し、
　上記工事データの送信を受けた管理サーバにおいて、当該送信からあらかじめ定めた所
定時間が経過するまでの間に上記現場端末から上記識別データおよび現場コード画像の送
信を受けたことに応じて、受信した識別データに関連づけられて自装置に保存されている
現場コード画像と上記現場端末から受信した現場コード画像とを対比し、この対比により
２つの現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記工事データが上記識
別データに対応する現場単位から送信されたものであることを確認する
　ことを特徴とする工事データ管理方法。
【請求項４】
 　上記工事データは、送信対象の現場単位における計測作業により取得された実測値で
ある
  請求項１～３のいずれか一項に記載の工事データ管理方法。
【請求項５】
　 上記工事データは、送信対象の現場単位における撮影により取得された工程画像であ
る
 請求項１～３のいずれか一項に記載の工事データ管理方法。
【請求項６】
　上記工事データは、送信対象の現場単位において計測装置または施工機械による計測処
理により生成された施工データである
  請求項１～３のいずれか一項に記載の工事データ管理方法。
【請求項７】
　カメラを備える通信端末を、工事区域内の工事の状況を表す工事データを管理する管理
サーバに管理対象の工事データを送信する現場端末として機能させるために上記通信端末
に実行させるプログラムであって、
　所定の識別データを光学的に読取り可能なパターンコードから上記の識別データを読み
取り、この識別データを上記工事区域内の送信対象の現場単位の識別データとして上記管
理サーバに送信するステップと、
　上記のパターンコードとその周辺とを含む範囲の撮影により得た画像を、上記送信対象
の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場コードの画像とし
て上記管理サーバに送信するステップとを、
上記管理サーバに工事データを送信する前または送信した後の上記通信端末に実行させる
ことを特徴とする工事データ管理プログラム。
【請求項８】
　コンピュータ装置を、工事区域内の現場端末から工事の状況を表す工事データの送信を
受け付けて当該工事データを管理する管理サーバとして機能させるために上記コンピュー
タ装置に実行させるプログラムであって、
　上記工事区域内の現場端末から当該工事区域内の一現場単位の識別データとして、所定
の識別データを光学的に読取り可能なパターンコードから当該現場端末が読み取った識別
データの送信を受け付けるステップと、
　上記の現場端末から、上記のパターンコードとその周囲とを含む範囲の撮影により得た
画像を、送信対象の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場
コードの画像として受け付けるステップと、
　上記現場端末から受信した識別データに関連づけられてあらかじめ自装置に保存されて
いた現場コード画像と上記現場端末から受信した現場コード画像とを対比するステップと
、
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　上記の対比により２つの現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記
識別データおよび現場コード画像を送信した現場端末からの工事データの送信を受け付け
可能とするステップとを、
上記コンピュータ装置に実行させることを特徴とする工事データ管理プログラム。
【請求項９】
　コンピュータ装置を、工事区域内の現場端末から工事の状況を表す工事データの送信を
受け付けて当該工事データを管理する管理サーバとして機能させるために上記コンピュー
タ装置に実行させるプログラムであって、
　上記工事データの送信からあらかじめ定めた所定時間が経過するまでの間に、当該工事
データに対応する現場単位の識別データとして、所定の識別データを光学的に読取り可能
なパターンコードから当該送信を行った現場端末が読み取った識別データの当該現場端末
からの送信を受け付けるステップと、
　上記の現場端末から、上記のパターンコードとその周囲とを含む範囲の撮影により得た
画像を、送信対象の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場
コードの画像として受け付けるステップと、
　上記現場端末から受信した識別データに関連づけられてあらかじめ自装置に保存されて
いた現場コード画像と上記現場端末から受信した現場コード画像とを対比するステップと
、
　上記の対比により２つの現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記
工事データが上記識別データに対応する現場単位から送信されたものであることを確認す
るステップとを、
上記コンピュータ装置に実行させることを特徴とする工事データ管理プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
  上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、管理サーバと現場端末とを用い
て、以下に示す工事データ管理方法を実施する。
　まず、工事区域の現場単位ごとに、その現場単位の識別データを光学的に読取り可能な
パターンから成る現場コード画像を当該現場単位に設置し、当該現場コードとその周辺と
を含む範囲を撮影して得た現場コードを当該現場コードから読み取られる識別データに関
連づけて上記管理サーバに保存する。
　上記現場端末では、工事データの送信に先立ち、その送信の対象となる現場単位に設置
されている現場コードから上記識別データを読み取って上記管理サーバに送信するステッ
プと、上記現場コードとその周辺とを含む範囲を撮影して得た現場コード画像を上記管理
サーバに送信するステップとを実行する。
　上記識別データおよび現場コード画像の送信を受けた管理サーバでは、受信した識別デ
ータに関連づけられて自装置に保存されている現場コード画像と上記現場端末から受信し
た現場コード画像とを対比し、この対比により２つの現場コード画像の一致性が認められ
たことを条件として、上記現場端末からの工事データの送信を受け付け可能とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項２に記載の工事データ管理方法には、さらに上記管理サーバにおいて、工事デー
タの送信を受け付け可能とした現場端末からあらかじめ定めた所定時間以内に当該工事デ
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ータが送信されるか否かを判別する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項３に記載の工事データ管理方法でも、工事区域内の現場単位ごとに、その現場単
位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場コードを当該現場単位に設
置し、当該現場コードとその周辺とを含む範囲を撮影して得た現場コード画像を当該現場
コードから読み取られる識別データに関連づけて上記管理サーバに保存する。
　さらに、請求項３に記載の工事データ管理方法では、上記工事データの送信を行った現
場端末において、その送信の対象となった現場単位に設置されている現場コードから上記
識別データを読み取って上記管理サーバに送信するステップと、上記現場コードとその周
辺とを含む範囲を撮影して得た現場コード画像を上記管理サーバに送信するステップとを
実行する。
　上記工事データの送信を受けた管理サーバでは、当該送信からあらかじめ定めた所定時
間が経過するまでの間に上記現場端末から上記識別データおよび現場コード画像の送信を
受けたことに応じて、受信した識別データに関連づけられて自装置に保存されている現場
コード画像と上記現場端末から受信した現場コード画像とを対比し、この対比により２つ
の現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記工事データが上記識別デ
ータに対応する現場単位から送信されたものであることを確認する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項４に記載の工事管理方法では、送信対象の現場単位における計測作業により取得
された実測値を上記工事データとする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項５に記載の工事データ管理方法では、送信対象の現場単位における撮影により取
得された工程画像を上記工事データとする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項６に記載の工事データ管理方法では、送信対象の現場単位において計測装置また
は施工機械による計測処理により生成された施工データを上記工事データとする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２６】
　請求項７に記載の発明では、カメラを備える通信端末を、上記の工事データ管理方法を
実施するための現場端末として機能させるために、
　所定の識別データを光学的に読取り可能なパターンコードから上記の識別データを読み
取り、この識別データを上記工事区域内の送信対象の現場単位の識別データとして上記管
理サーバに送信するステップと、
　上記のパターンコードとその周辺とを含む範囲の撮影により得た画像を、上記送信対象
の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場コードの画像とし
て上記管理サーバに送信するステップとを、上記管理サーバに上記工事データを送信する
前または送信した後に実行させるプログラムを提供する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項８に記載の発明では、コンピュータ装置を請求項１に記載の工事データ管理方法
を実施するための管理サーバとして機能させるために、
　上記工事区域内の現場端末から当該工事区域内の一現場単位の識別データとして、所定
の識別データを光学的に読取り可能なパターンコードから当該現場端末が読み取った識別
データの送信を受け付けるステップと、
　上記の現場端末から、上記のパターンコードとその周囲とを含む範囲の撮影により得た
画像を、送信対象の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場
コードの画像として受け付けるステップと、
　上記現場端末から受信した識別データに関連づけられてあらかじめ自装置に保存されて
いた現場コード画像と現場端末から受信した現場コード画像とを対比するステップと、
　上記の対比により２つの現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記
識別データおよび現場コード画像を送信した現場端末からの工事データの送信を受け付け
可能とするステップとを、
実行させるプログラムを提供する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項９に記載の発明では、コンピュータ装置を請求項３に記載の工事データ管理方法
を実施するための管理サーバとして機能させるために、
　工事データの送信からあらかじめ定めた所定時間が経過するまでの間に、当該工事デー
タに対応する現場単位の識別データとして、所定の識別データを光学的に読取り可能なパ
ターンコードから当該送信を行った現場端末が読み取った識別データの当該現場端末から
の送信を受け付けるステップと、
　上記の現場端末から、上記のパターンコードとその周囲とを含む範囲の撮影により得た
画像を、送信対象の現場単位の識別データを光学的に読取り可能なパターンから成る現場
コードの画像として受け付けるステップと、
　上記現場端末から受信した識別データに関連づけられてあらかじめ自装置に保存されて
いた現場コード画像と上記現場端末から受信した現場コード画像とを対比するステップと
　上記の対比により２つの現場コード画像の一致性が認められたことを条件として、上記
工事データが上記識別データに対応する現場単位から送信されたものであることを確認す
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るステップとを、
実行させるプログラムを提供する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本発明によれば、現場端末が自装置が位置する現場単位に設置されている現場コードか
ら読み取った識別データと、当該現場コードとその周辺を含む範囲を撮影して得た現場コ
ード画像とを、現場端末から管理サーバに送信し、管理サーバにおいて、受信した識別デ
ータに関連づけられて自装置に保存されている現場コード画像と現場端末から受信した現
場コード画像との一致性が認められたことを条件として現場端末から管理サーバに工事デ
ータを送信することを可能とすることによって、現場端末から管理サーバに送信される工
事データがその直前に当該現場端末から送信された識別データの現場単位から送られたも
のであることが担保される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　また本発明によれば、管理サーバに工事データの送信を行った現場端末が、その送信か
ら所定時間以内に、送信の対象となった現場単位に設置されている現場コードから読み取
った識別コードと当該現場コードとその周辺を含む範囲を撮影して得た現場コード画像と
を管理サーバに送信し、管理サーバにおいて、受信した識別データに関連づけられて自装
置に保存されている現場コード画像と現場端末から受信した現場コード画像との一致性が
認められたことを条件として、現場端末から送信された工事データが上記識別データに対
応する現場単位から送信されたものであることを確認するので、現場端末から管理サーバ
に送信される工事データがその直後に当該現場端末から送信された識別データの現場単位
から送られたものであることが担保される。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　したがって、本発明によれば、現場単位以外の場所で工事データを取得したり送信した
りすることを防止でき、データの改ざん防止が実現する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　さらに本発明によれば、現場単位における計測作業により取得された実測値、現場単位
における撮影により取得された工程画像、および現場単位において計測装置または施工機
械による計測処理により生成された施工データに対する改ざんを防止することができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
  　本発明における認証用コードや現場コードとしては、たとえばバーコード・ＱＲコー
ド（登録商標）・ＳＱＲＣコードなど、情報を光学的に読み取ることが可能なパターンか
ら成るコードを用いることができる。これらに類するものであれば、認証用コードや現場
コードとして各種のものを用いることができ、上記のものに限定する趣旨ではない。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
  まず、工事区域の入口などに設置された認証用コードを現場端末２で読みとる。読み取
りは、カメラ機構５１によって行い、カメラ制御部４５が認証用コードに埋め込まれた工
事区域認証データを取得する。取得された工事区域認証データを管理サーバ１に送信する
。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
  ＜１＞まず、現場端末２において、上記工事区域内の現場単位ごとに設置された現場コ
ードを読み取る。読み取りは、カメラ機構５１によって行い、カメラ制御部４５が現場コ
ードに埋め込まれた現場識別データを取得する。取得された現場識別データを管理サーバ
１に送信する。
　管理サーバ１では、受信した現場識別データを指標に、それに対応する解析用の元画像
として認証データ格納部２２に格納した現場コード画像を解析認証部１５が検索する。
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【手続補正２３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正２４】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】

【手続補正２５】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】
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